
事業事前評価表 

 

国際協力機構アフリカ部アフリカ第四課 

１．案件名（国名） 

国名：セネガル共和国  

案件名：貧困農民支援（2KR） 

The Food Security Project for Underprivileged Farmers 

２．事業の背景と必要性  

(1) 当該国における農業セクターの現状と課題 

セネガル国の農業の大部分は、天水依存型農業であるために自然環境に左右され易い。

また、森林の消失や砂漠化の進行による土壌の劣化、病気、害虫や鳥による被害の発生な

ど、農業環境は極めて厳しく、収穫量も毎年大きく変動していて不安定である。セネガル

国では、総労働人口の 70％（FAO  2012 年）が農業に従事しているにも拘らず、2011 年の

対 GNP 比率は 僅かに 17.5%であり、このことは 、セネガル国の農業生産性が極めて低い

ことを示している。また、脆弱な農業基盤のために、農家の収穫量・収入は安定せず、農

民の 50.8%が貧困状態にある（2005 年 世界銀行）。さらに、主要穀物の自給率は低く、特

にコメは 80 万トンの年間消費を賄うべく 60 万トンを輸入に依存しているため、食糧自給

率を向上させ、食糧安全保障を確立することが課題となっている。 

(2) 当該国における農業セクターの開発政策における本事業の位置づけと必要性 

セネガル国は、食糧増産を国家計画の最重要課題に掲げ、農民の所得水準の向上(貧困削

減）、食糧輸入量の減少と国家財政負担の軽減を図ってきた。2008 年（前政権のワッド大

統領時代）には「食糧大増産計画（GOANA）」を開始し、食糧安全保障および農民の所得向

上を目指し始めた。2012 年に現政権 (マッキ―・サル大統領、アブドゥル・ンバイ首相）

に移行してからも、経済社会開発国家政策（SNDES）及び首相施政方針演説において、食糧

安全保障の達成と貧困削減の政策は受け継がれている。  

肥料に関しては、小売価格の 50％以上の政府補助金を付けて、貧困農民による肥料の購

入を支援している。しかし、政府の財源不足により肥料の配布数量が十分ではなく、必要

最小限の数量を確保できない農民も数多くいる。かかる状況下、本計画は、多数の貧困・

小規模農民による必要数量の肥料の確保を支援することを目的とし、上記補助金付き肥料

と同様に、より低価格でこれら農民に対して供給される予定である。 

(3) 農業セクターに対する我が国及びJICAの援助方針と実績 

本事業は我が国国別援助方針において、援助重点分野「持続的経済成長の後押し」（開発

課題「一次産業振興の振興」）の「農村経済向上支援プログラム」に位置づけられる。 

我が国のセネガル国に対する本スキームによる近年の援助実績は、2003 年(2.71 億円)、

2008 年(3.90 億円)、2009 年(3.80 億円)、2011 年(2.90 億円)で累計では 229.13 億円であ

る。また、2003 年度以降は農薬等に代わり調達品目は肥料（尿素）のみとなっている。 

なお現在、対象地域のサンルイ州では、技術協力プロジェクト「セネガル川流域灌漑地

区生産性向上プロジェクト（PAPRIZ）」（2010 年～2013 年）において国産米振興支援が実施

されている。更にファティック州およびカオラック州に関しては、「天水稲作持続的生産性

プロジェクト」の実施が予定されている。また、セネガルの農業政策全般を支援する「農



業技術アドバイザー」が、農業農村施設省官房に派遣される。 

(4) 他の援助機関の対応 

現在のところ他ドナーや NGO 案件との具体的連携はない。 

３．事業概要  

(1) 事業の目的（協力プログラムにおける位置づけを含む） 

本事業は、セネガルが農業用肥料を調達するための資金を供与することにより、貧困農民

による主要食用作物（コメ及びトウモロコシ）の生産性向上に寄与する。 

(2) プロジェクトサイト/対象地域名 

 対象州は、サンルイ州およびマタム州（コメ）、ファティック州およびカラオック州（コ

メ及びトウモロコシ）の４州。同４州は、コメ・トウモロコシが伝統的に生産されており、

また、上記 2．(3)の通り技術協力プロジェクトが実施中もしくは実施される予定であり、 

相乗効果が期待されることから、対象州に選定された。 

(3) 事業概要 

1) 調達対象品目(肥料)   

尿素 8,243 トン 

2) コンサルティング・サービス/ソフトコンポーネントの内容 

調達監理 

(4) 総事業費/概算協力額 

  総事業費 3.90 億円（日本側） 

(5) 事業実施スケジュール（協力期間） 

2013 年 1 月～2013 年 12 月を予定（G/A 署名年月から検収・引き渡しまで） 

(6) 事業実施体制（実施機関/カウンターパート） 

農業農村施設省農業局 

(7) 環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1) 環境社会配慮  

① カテゴリ分類 C 

② カテゴリ分類の根拠  

本事業は、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」(2010 年 4 月公布)に掲げる

影響を及ぼしやすいセクター・特性及び影響を受けやすい地域に該当せず、環境へ

の望ましくない影響は最小限であると判断されるため。 

2) 貧困削減促進  

 本事業では、多数の貧困・小規模農民による必要数量の肥料の確保を支援する。上記

2．(2)の補助金付き肥料と同様に、これら農民に対してより低価格で肥料が供給される予

定。なお、肥料の流通経路は、既存の補助金付き肥料の流通経路と同様であるため、配布・

販売に際して混乱をきたすことはないと考えられるため、肥料はスムーズに貧困農民へ届

くことが期待される。 

3) 社会開発促進（ジェンダーの視点、エイズ等感染症対策、参加型開発、障害者配慮等） 

 特になし。 

(8) 他事業、ドナー等との連携・役割分担 



JICAとフランス開発庁（AFD）は双方が実施している稲作開発において①PAPRIZ（JICA

技術協力プロジェクト）の活動に対するAFD財政支援（セネガル川デルタ地帯・セネガル川

ファレメ川流域整備開発公社（SAED）予算）の配分、②今後のセネガル川流域における小

規模灌漑地区改修・改善、③サンルイ地方稲作開発委員会（CLCR）の運営支援、等につい

て具体的検討を進めることで合意している。 

(9) その他特記事項 

特になし。 

 

対象地域への肥料運搬が治安や気象災害の要因により妨げられない。 

 

 
 

 過去の貧困農民支援事業（2008、2009、2011 年度）では、調達物資を尿素１品目とした
ことによりスケールメリットが働き、より安い価格での輸入が可能となった。増収効果の
ある尿素を安価で輸入できることはコメの効率的・効果的な増産にも寄与することから本
案件も尿素のみを調達する。 

 

６. 評価結果 

以下の内容により本案件の妥当性は高く、また有効性が見込まれると判断される。 

(1)妥当性 

・本協力対象事業は、２（２）に記載あるセネガルの開発政策に沿って、穀物増産に不可

欠な肥料への農民のアクセス改善に貢献するものであり、妥当である。また、前述の通り、

我が国のセネガル国への援助方針にも合致する。 

(2) 有効性 

本協力対象事業の実施により肥料（尿素）が調達・販売されることで、以下の効果が見込 

まれる。 

1) 定量的効果 

①  単位面積当たりの施肥量が増加する。 

②  対象作物（コメ及びトウモロコシ)の生産量が増加する。 

③  対象作物（コメ及びトウモロコシ)の単収が増加する。 

2) 定性的効果 

協力対象地域での食糧生産増加による市場における食糧価格の安定化が図られる。 

なお、効果の確認にあたっては気象条件の変動、適切な販売及び適切な施肥について考慮

する必要がある。 

  

 
以 上 

４. 外部条件・リスクコントロール 

５. 過去の類似案件の評価結果と本事業への教訓 


